
通所リハビリテーション利用料金表

１．通所リハビリテーション費、リハビリテーション提供体制加算
（単位：円）

２．加算 （単位：円）

一般入浴介助を行う。

栄養ケア計画を作成し、サービスを実施。（月２回まで。原則３ヶ月）

退院・退所後又は認定日から３月以内。

概ね週２日以上。１日あたり４０分以上。

認知症利用者の生活機能の改善を目的としたプログラムの実施。

（（Ⅰ）は週２日限度。（Ⅱ）は一月に４回以上実施）

上記料金表で算定した単位数の１０００分の３４に相当する（３．４％）単位数。

介護職員の賃金の改善を実施する。

上記料金表で算定した単位数の１０００分の２０に相当する（２．０％）単位数。

介護職員等の賃金の改善を実施する。

３．その他の利用料金

① 食費 ５６０円／日 （おやつ代を含む） ② 材料費 実費（手作業、ｻｰｸﾙ活動等）

スマイルケア食（嚥下調整食） ６００円／日（おやつ代を含む）

③ 教養娯楽費 ５０円／日 ④ 紙おむつ代　Ｍ：９１円／枚 Ｌ：１０６円／枚

⑤ 日用品費 ５０円／日 ⑥ 紙パンツ ８４円／枚

⑦ 尿取りパット １８円／枚 ⑧ その他 実費（各種行事に係る費用）

※ ご不明な点につきましては、支援相談員までお尋ね下さい。

　　　　介護老人保健施設　あじさい苑

１，２３１／日

１，０８１／日

９２９／日

８０１／日

６７０／日

６時間～７時間

利用者受入加算

２４／日

重度療養管理加算 １００／日
要介護度３～５であって、手厚い医療（気管切開、経腸栄養、人工呼吸器
など）が必要な状態であるご利用者様を受け入れた場合の算定。

介護職員処遇

リハビリテーション計画について医師が利用者または家族に説明・同意を得る。
８００／月

２，０００／月

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 （Ⅱ） １，９２０／月

栄養状態に係る情報を介護支援専門員と文書で共有。（６月に1回を限度）

口腔機能向上体制加算 １５０／回 口腔機能改善のための計画を作成しサービスを実施。（月２回まで、原則３ケ月）

（Ⅱ）
リハビリテーション計画の作成に関与した理学療法士、作業療法士または
言語聴覚士が計画内容を説明する。（医師の指示の下）リハビリテーション

８５０／月

５３０／月

入浴介助加算 ５０／日

栄養改善加算 １５０／回

栄養スクリーニング加算 ５／回

ｻｰﾋﾞｽ提供体制
１８／日 介護福祉士の割合が、５０％以上

強化加算（Ⅰ）

中重度者ケア体制加算 ２０／日
看護職員又は介護職員を適切に配置し、規定期間の利用者総数のうち、
要介護度３以上の利用者の占める割合が１００分の３０以上。

リハビリテーション
１６／日 ２０／日

提供体制加算

項　　目 利用料金 備　　考

要介護４ ４１９／日 ７９５／日 ９３５／日

要介護５ ４５０／日 ９０５／日 １，０６５／日

要介護２ ３６０／日 ５９８／日 ６９２／日

要介護３ ３９０／日 ６８４／日 ８０３／日

所要時間 １時間～２時間 ４時間～５時間 ５時間～６時間

要介護１ ３３１／日 ５１１／日 ５７９／日

マネジメント加算

短期集中個別
１１０／日

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算

認知症短期集中 （Ⅰ） ２４０／日

（Ⅲ）
１，１２０／月

生活行為向上 生活行為の内容の充実を図る為の目標及びリハビリテーション計画を定
め､リハビリテーションを計画的に行い、能力向上の支援を行う。ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算

６０／日

介護職員等特定

処遇改善加算（Ⅰ）

改善加算（Ⅱ）

１，０００／月

若年性認知症 若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該
利用者の特性やニーズに応じたサービスを提供。


